
第
７
章　

保
健
医
療
従
事
者
等
の
確
保



232

第
７
章

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
提
供
体
制
の
充
実

第７章　保健・医療・福祉の提供体制の充実

１　医師

（１）医師の県内定着、特定地域における医師の確保
現状と課題   

ア　厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成 28 年）」によると、本県で医療施
設に従事している医師数は 4,430 ⼈であり、前回の調査時（平成 26 年、4,326 ⼈）と
⽐べ 104 ⼈（2.4％）増加しています。⼈⼝ 10 万⼈当たりでは 225.2 ⼈（全国 240.1
⼈）であり、県全体では前回調査（218.9 ⼈）より増加はしていますが、全国を下回っ
ています（全国 31 位）。また、そのうち病院に勤務する医師の割合が 62.5%（全国
66.4%）と、同様に全国を下回る状況です。
　　本県の地域医療の充実を図るためには、へき地等での医療従事に意欲の⾼い医師だ
けでなく、県全体として医師の絶対数、特に病院に勤務する医師数の確保が課題となっ
ています。

イ　厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成 28 年）」によると、本県の⼆次保
健医療圏別での⼈⼝ 10 万⼈当たりの医療施設従事医師数は、前橋保健医療圏で 443.3
⼈と全国を⼤きく上回っていますが、その他の９保健医療圏ではすべて全国を下回っ
ています。
　　前回調査に⽐べ、前橋保健医療圏への医師の集中度はより⾼まっており、県内の地
域間における医師の偏在が課題となっています。地域の中核病院では、医師不⾜によ
り、⼊院の休止や外来の縮⼩などが発⽣しています。特に、太⽥・館林や吾妻保健医
療圏等では⼈⼝ 10 万⼈当たりの医療施設従事医師数が少なく、地域の実情に応じた
医師の確保が必要です。

ウ　医師の地域偏在の背景には、⾼度・専門医療への志向、都市部の病院に戻れなくな
るのではないかという将来への不安などがあることから、医師のキャリア形成への不
安を解消しながら、医師不⾜地域の医師確保を⽀援する必要があります。

（資料）厚生労働省 「医師・歯科医師・薬剤師調査（H28年）」

都道府県別の医療施設従事医師数（人口10万人対）
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エ　このため、本県では、平成 25 年 10 ⽉に設置した群馬県地域医療⽀援センターにお
いて、「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」を作成して地域医療を担う医師
のキャリア形成を⽀援するとともに、医師不⾜病院への⽀援、情報発信や相談への対
応を⾏うなど、若⼿医師の県内定着や医師の地域偏在の解消に向けて、群馬⼤学医学
部と連携して取り組んでいます。

オ　この群馬県地域医療⽀援センターの取組内容については、県医師会や県病院協会、
群馬⼤学、地域医療有識者などが参画した群馬県地域医療連携協議会において、県内
の医療関係者による連携協⼒体制の下で効果的・効率的に運営されるよう、必要な調
整を⾏っています。

カ　本県では、群馬県における地域医療のリーダーを育成・確保するため、平成 21 年
度から群馬⼤学医学部医学科の⼊学試験に「地域医療枠」（平成 31 年度までの定員暫
定枠）を設けており、地域医療枠の学⽣に対して⼊学から卒業まで修学資⾦を貸与し、
卒業後、医師として⼀定期間（貸与期間の３分の５倍の期間（従事必要期間））県内
の公的病院等に勤務することで、修学資⾦の返還を免除することとしています。
　　平成 29 年４⽉現在、地域医療枠の⼊学定員は 18 名で、108 名の群馬⼤学医学⽣に
修学資⾦を貸与しています。また、地域医療枠を卒業した医師について、臨床研修医
25 名、後期研修医 6名が、全員群馬県内の医療機関に従事して地域医療に取り組んで
います。

キ　厚⽣労働省「医師の勤務実態及び働き⽅の意向等に関する調査（平成 28 年）」によ
ると、医師が地⽅で勤務する意思がない理由の上位として、年代を問わず「労働環境
への不安」が挙げられており、地域での医師確保のためには医師の勤務負担軽減が必
要です。

施策の方向   
（地域医療枠）
ア　当⾯、平成 31 年度⼊学⽣まで継続される群馬⼤学医学部の「地域医療枠」を活⽤し、
同枠学⽣への貸与事業により、将来、本県の地域医療に従事する医師の確保や定着に
努めます。
　　地域医療枠を卒業した医師については、医師としてやりがいを感じながら地域医療
に従事できるよう、地域医療⽀援センターとして群馬⼤学と連携の上、顔の⾒える関
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（人）
二次保健医療圏別 医療施設従事医師数（人口10万人対）

全国平均240.1人

うち病院
従事医師数

うち病院従事医師数159.4人

⼆次保健医療圏別の医療施設従事医師数（人口10万人対）
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係の中で、相談や助⾔、研修への参加や専門医資格取得後も含めたキャリア形成の⽀
援等を⾏います。
　　平成 32 年度以降については、今後国において、医師の需給推計やこれまでの医学
部定員の暫定枠の効果を踏まえて医学部定員の精査が⾏われる予定であり、国の動向
を注視しつつ、地域医療の確保に⽀障を来すことのないよう、計画的に医師の育成・
確保に取り組みます。
　　なお、平成 30 年度⼊学⽣以降の「地域医療枠」については、県内出⾝者に対象を
限定するとともに、貸与修学資⾦の返還免除要件を、①卒業後、医師として従事必要
期間県内の公的病院等に勤務すること、②従事必要期間において群馬県地域医療⽀援
センターが作成する「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」に参加すること、
③臨床研修修了後に県が指定する医師不⾜地域の医療機関や特に不⾜する診療科に⼀
定期間（従事必要期間の４割以上の期間、へき地医療に従事する場合は３割以上の期
間）勤務することと⾒直します。

イ　本県における「医師不⾜地域」については、「直近の厚⽣労働省『医師・⻭科医師・
薬剤師調査』において、⼈⼝当たりの病院従事医師数が全国平均値を下回る⼆次保健
医療圏」と定義することとします。これによると、平成 30 年 3 ⽉現在では、前橋保
健医療圏を除く9保健医療圏が全て医師不⾜地域となります。（「特に不⾜する診療科」
の考え⽅は（３）の「施策の⽅向」ウを参照）

（県地域医療⽀援センター）
ウ　群馬県地域医療⽀援センターを核として、地域医療に従事する若⼿医師のキャリア
形成と⼀体的に医師確保対策を推進し、医師の県内定着や地域偏在等の解消に取り組
みます。
　群馬県地域医療⽀援センターでは、主に次の医師確保対策に取り組みます。なお、
医師確保対策の実効性向上等のため、当事者である地域医療枠等の医学⽣や若⼿医
師の意向や意⾒を把握し、その活⽤を図ります。

①　医師不⾜状況等の把握・分析
　　県内の医療機関や地域の医師不⾜状況等の把握・分析、地域医療を志向する医師
の情報収集・蓄積を⾏います。

②　医師不⾜病院の支援
　　ドクターバンクに登録した医師の求⼈・求職情報をウェブサイトに公開し、本県
で働くことに興味のある医師の県内医療機関への就業を⽀援するとともに、医師派
遣の調整等に取り組みます。

③　医師のキャリア形成支援
　　地域医療枠医師をはじめとする若⼿医師のキャリア形成を⽀援するため、診療科
ごとに、将来を⾒据え、経験を積みながら⾼度の診療能⼒を幅広く⾝に付けていく
ための「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」を提供し、地域医療に携わる
ことへの動機付けを図ります。
　　なお、出産、育児、家族の介護の場合や、事前に想定できないやむを得ない特段
の事情が⽣じた場合には、キャリアパスの内容の変更等に柔軟に対応できるよう配
慮します。

④　情報発信と相談への対応
　　ウェブサイト等を通じて県内医師確保対策に係る情報を発信するとともに、県内
外の医師、医学⽣、⾼校⽣等からの相談に対応します。
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　　また、地域医療への理解の醸成と⼈材の確保を図るため、群馬⼤学の地域医療枠
学⽣をはじめとする地域医療に関心を持つ学⽣を対象として、県内の実際の地域医
療の現場を体験するセミナーを定期的に実施します。
　　さらに、将来の県内従事医師を確保するための中・⻑期的な対策として、医師を
目指す⾼校⽣向けの職場体験セミナーを、地域医療を担う複数の病院の協⼒を得て
開催します。
　　医学⽣⽀援としては、地域医療に従事する医師のキャリア形成上の不安を解消す
るため、群馬県地域医療⽀援センター専任医師により地域医療枠学⽣に対して個別
⾯談を実施するほか、地域医療に関心がある医学⽣からのさまざまな相談に対応し
ます。

（⾼校⽣の医学部進学者増加）
エ　県内出⾝の医学部⽣は県外出⾝者に⽐べ将来県内で医師として勤務する可能性が⾼
いことから、⾼等学校等と連携して、県内⾼校⽣の医学部進学者を増やす取組を推進
します。

（キャリア形成⽀援による地域偏在対策）
オ　地域の偏在対策としては、「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」において、
本⼈の意向を尊重しながら地域の医療機関と県内中核病院とのローテーションを経験
することで、医師の専門性を⾼めながらバランス良く地域医療に貢献することができ、
地域偏在解消に寄与できることから、群馬⼤学の地域医療枠以外の学⽣も含め、本県
の医療施設に従事する若⼿医師に対して、キャリアパスへの参加を促進します。

（地域医療関係者との連携・協⼒）
カ　医師確保の取組を積極的・効果的に進めるため、県、県⽴病院、群馬⼤学、県医師会、
県病院協会等の地域医療関係者の連携・協⼒体制の充実強化を図ります。
　　特に、県内における医師の地域偏在を解消するため、各地域の医療事情を踏まえ、
県内医療関係者と協働して、県全体で医師配置の適正化や医療スタッフの⼈材育成の
あり⽅等を検討します。この検討を踏まえ、群馬⼤学医学部附属病院改⾰の柱の⼀つ
である「地域医療研究・教育センター」と連携して、地域医療⽀援センター機能を拡
充し医師派遣調整に取り組み、医師配置の適正化を目指します。

（へき地医療⽀援機構や医療勤務環境改善⽀援センターとの連携）
キ　地域医療⽀援センターとへき地医療⽀援機構は、連携を十分に図り、群馬⼤学地域
医療枠卒後医師や⾃治医科⼤卒後医師について、本⼈の希望を尊重しながら、へき地
医療やへき地医療拠点病院も含めたキャリア形成⽀援を⾏います。

ク　医師の勤務負担軽減について、地域医療⽀援センターと医療勤務環境改善⽀援セン
ターとで連携を図り、地域医療枠卒後医師等が勤務する医師不⾜病院等の勤務環境に
ついて、必要に応じ情報共有を図ります。

（厚⽣労働省データベースの活⽤）
ケ　厚⽣労働省で開発中の「医師の配置状況等のデータベース」について、可能な範囲
で地域医療⽀援センターにおける県内での医師の適正配置の検討に活⽤します。
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（２）研修医の確保
現状と課題   

ア　平成 16 年度から始まった新しい臨床研修制度において、⼤学卒業後２年間の臨床
研修（初期研修）が必修となり、現在、県内では、群馬⼤学医学部附属病院と 13 の
基幹型臨床研修病院が、協⼒型臨床研修病院と連携して臨床研修を実施しています。

イ　初期臨床研修医の採⽤状況を⾒ると、平成 16 年度の臨床研修必修化以降、⼀部の
年を除きおおむね 80 ⼈前後で推移しており、必修化前の平成 15 年度に県内で研修を
開始した医師数（119 ⼈）に⽐べ、３分の２程度に少なくなっています。

ウ　臨床研修を県内の病院で受けてもらうことは、その後の県内病院への医師の定着を
図るうえで、重要です。特に、群馬⼤学医学部附属病院における臨床研修医の採⽤数は、
ここ２年間 15 名程度に止まり、これにより⼤学病院から地域の医療機関への医師派
遣が困難になることで、地域の公的病院等の医師不⾜の⼀因となっているとも⾔えま
す。

エ　また、臨床研修を修了した医師が、引き続き県内で希望する専門医研修に取り組む
ことができる環境づくりも必要です。平成 30 年度から開始される新たな専門医制度
に関し、県内で受けることが可能な新専門研修プログラム等について、魅⼒ある質の
⾼いものとするとともに、その内容について広く周知することが重要です。
　　加えて、県、市町村、県医師会、県病院協会、群馬⼤学医学部附属病院等で構成さ
れる専門医協議会において、地域医療の確保の観点から新専門研修プログラム等の運
⽤実績の検証等を⾏い、新専門研修プログラムや専門医の認定を⾏う第三者機関であ
る⽇本専門医機構に対し、必要に応じてプログラムの改善等について意⾒を提出する
ことが求められています。

施策の方向   
（ぐんまレジデントサポート協議会）
ア　県内全ての基幹型臨床研修病院と群馬⼤学医学部附属病院、県医師会、県により構
成するぐんまレジデントサポート協議会において、県内の臨床研修体制の充実と研修
医の確保・⽀援を図ります。
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　　なお、研修医確保対策の実効性向上等のため、当事者である若⼿医師の意向把握や
主体的な参画促進を図ります。

イ　臨床研修医の確保対策として、県内の臨床研修指定病院⾒学バスツアー、臨床研修
医向けのセミナー等を実施します。
　　また、県内の各臨床研修病院における指導医の養成講習会を開催する等により、各
病院の指導体制の充実や研修プログラムの充実を⽀援します。
　　さらに、臨床研修病院の指定を目指す県内病院を⽀援し、基幹型臨床研修病院の増
加を図ります。

（新たな専門医制度）
ウ　新たな専門医制度については、県内の新専門研修プログラムに係る合同説明会を開
催するとともに、⺠間主催の合同ガイダンスに出展し、県外の臨床研修医等に情報発
信を⾏います。
　　また、専門医協議会により、新たな専門医制度に関して地域医療に配慮した研修体
制等を確保するため、関係団体と連携して適切な検証を⾏い、適宜⽇本専門医機構へ
意⾒を提出することにより、新専門研修プログラムの改善を促進します。

（３）特定診療科の医師の確保
現状と課題   

ア　厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成 28 年）」によると、診療科別にお
ける医療施設に従事している医師数は、当直医不⾜や勤務環境等により、従来から医
師不⾜が指摘されている産婦⼈科に加え、主要診療科である外科についても、10 年前
（平成 18 年）と⽐較して減少傾向にあります。

イ　⼩児科の医師数は平成 18 年以降増加傾向でしたが、直近では減少に転じました。
特に、⼩児救急医療に従事する当直が可能な勤務医や、新⽣児を専門とする医師が不
⾜しています。

ウ　近年、⼤学病院からの医師派遣停止や開業等による退職増により、県内の中核病院
においても、医師不⾜の診療科等について休止や縮⼩等が⽣じています。特に、⼩児

主要な診療科の医療施設従事医師数

〔資料〕厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」
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医療、周産期医療、救急医療等に携わる病院勤務医師は、当直を含め不規則な⻑時間
勤務を余儀なくされており、これらの分野に従事する医師を確保する等の取組が求め
られています。

エ　⾼齢化社会の進展等により、地域包括ケアの観点から今後ますます需要が⾒込まれ
る在宅医療や、介護保険施設等の現場、さらに地域の中⼩病院・中核病院、へき地の
医療機関など地域医療の第⼀線で必要となる総合診療医の育成・確保が必要となって
います。

施策の方向   
（医師確保修学研修資⾦貸与事業）
ア　⼩児科や産婦⼈科、麻酔科、救急科、外科、整形外科、総合診療といった、医師不
⾜等により県内の病院において特に充実する必要のある診療科について、医師確保修
学研修資⾦貸与事業を活⽤し、医師の県内定着に取り組みます。

（周産期医療従事者の育成等）
イ　周産期医療従事者育成⽀援として、分娩⼿当を⽀給する県内医療機関を⽀援して産
婦⼈科医等の処遇改善を図るとともに、周産期医療の知識や技術の向上に資するセミ
ナー等の開催を⽀援し、周産期医療への関心を⾼める等により、産婦⼈科医の育成・
確保に取り組みます。

（不⾜する診療科）
ウ（１）の「施策の⽅向」アにおける「平成 30 年度⼊学⽣以降の地域医療枠⾒直し」
に関して、本県における「特に不⾜する診療科」については、次のとおりとします。

（総合診療医の育成・確保）
エ　新専門医制度において、多くの医師が本県での総合診療医の専門研修を希望するよ
う、県内の専門研修プログラムについて、質の向上や地域医療確保等の観点から適宜
改善を図ります。
　　また、「ぐんま地域医療リーダー養成キャリアパス」により、専門医取得後も含めて、
県内で更に総合診療医としてのキャリアが形成できることについて、医師への周知や
意識付けを図ります。
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（４）男⼥を問わず働きやすい医師の就業環境づくり
現状と課題   

ア　厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成 28 年）」によると、本県で医療施
設に従事する医師に占める⼥性医師の割合は 19.4％（前回 18.9％）で、着実に増加し
ています。
　　特に、34 歳以下の若⼿医師については、⼥性医師の割合は近年 30％を超えています。

イ　特に⼥性医師は、妊娠、出産等のライフイベントにより、就労の継続が困難となる場
合があることから、医療機関、⼤学、県医師会等と連携して、⼦育てしながら⼥性医師
が安心して医療に携わることができるような環境づくりを推進する必要があります。

施策の方向   
（⼥性医師が働きやすい就業環境の整備）
ア　⼥性医師のライフステージに応じた就労を⽀援し、離職防止・復職⽀援に必要な職
場環境整備や⼥性医師が働きやすい就業環境の整備を推進します。

（保育サポーターバンクの⽀援）
イ　県医師会では、⼦育て世代の医師が仕事と家庭（育児）を両⽴できるよう、育児⽀
援を必要とする⼥性医師等に対して、⼦育て医師保育⽀援相談員が、そのニーズに沿っ
た保育サポーター等の情報提供や紹介を⾏うとともに、その保育費⽤の助成等を⾏う
「保育サポーターバンク」を運営しています。県では、⼦育て世代の⼥性医師等の離
職防止を図るため、その取組を⽀援します。

数値目標   

※目標の根拠：①厚⽣労働省調査（H28）の全国平均以上、②臨床研修必修前の採⽤実績（H15）以上

※目標年次のH35 は 2023 年のこと
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２　⻭科医師

現状と課題   
ア　⻭科医師数・年齢など
①　厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成 28 年）」によると、本県の⻭科
医師数は 1,420 ⼈となっており、平成 26 年（1,408 ⼈）と⽐べて 12 ⼈増加していま
す。⼈⼝ 10 万⼈当たりでは 72.2 ⼈と平成 26 年（69.7 ⼈）と⽐べると増加はしてい
ますが、全国平均（82.4 ⼈）は下回っています。

②　本県の⻭科医師の平均年齢は、「医師・⻭科医師・薬剤師調査（平成28年）」によると、
52.4 歳で、全国平均（51.1 歳）を上回っており、前回（平成 26 年）に⽐べ 0.7 歳上
昇しています。また、60 歳以上の⻭科医師の割合を⾒ると、本県は 29.7% で、全国
平均（28.0%）を上回っています。地域別で⾒ると、約 10％上回っている地域もあ
りました。

60歳以上の歯科医師数の割合（平成28年12⽉31⽇現在）

〔資料〕厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査（H28年）」

歯科医師数の推移（各年12⽉31⽇現在）

〔資料〕厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」
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③　⻭科医師は都市部へ集中し、⼭間部では不⾜する傾向があり、無⻭科医地域など
もあります。今後は地域における適正な⻭科医師数を確保・維持したうえで、⻭科
医師の資質向上を図っていく必要があります。

イ　⻭科医師をめぐる状況の変化
①　⾼齢化の進⾏に伴い⾼度化・多様化する⻭科保健医療のニーズに対応するため、
⽣涯を通じた⻭科医師の研修が必要となっています。
②　県⺠が⽣涯を通じて⻭と⼝の健康を守り、質の⾼い⽣活を送るために、⻭科疾患
の治療だけではなく、各種健診、予防処置、⻭科保健指導等を通じた⻭科医師によ
る総合的な関わりが必要とされています。

施策の方向   
ア　かかりつけ⻭科医の推進
①　県⺠の多くは、かかりつけ⻭科医を「症状がある時に決まっていく⻭科医院」と
考えていますが、「症状がなくとも、⻭⽯除去や清掃指導などを定期的に受ける」
という「予防⻭科」の概念の普及に努めます。
②　⻭科医師は、かかりつけ⻭科医として、定期的な⻭科検診（健康診査及び健康診
断を含む）、⻭科保健指導、予防処置、⻭科保健指導を⾏い、健全な⻭科⼝腔保健
の維持向上に努めます。

イ　⻭科医療機能の充実
①　障害児⻭科診療や訪問⻭科診療、周術期の⼝腔機能管理など、患者の状況にあっ
た適切な⻭科⼝腔保健サービスが提供できるよう、研修会の開催などを通じて技術
の習得を推進します。
②　乳幼児期から⾼齢期まで、⽣涯を通じた切れ目のない⼝腔機能の獲得・維持向上
に関する施策を推進します。
③　無⻭科医地区等が所在する市町村に対し、⻭科診療所の施設・設備整備やその運
営⽀援を通じて、⻭科医療提供体制を整備します。また、地域⻭科医師会と連携し、
在宅⻭科医療における⻭科医療提供体制の充実を図ります。
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３　薬剤師

現状と課題   
ア　薬剤師数
①　本県の平成 28 年における薬剤師数は、厚⽣労働省「医師・⻭科医師・薬剤師調
査（平成 28 年）」によると、3,786 ⼈であり、平成 26 年（3,583 ⼈）と⽐べ 203 ⼈
増加していますが、⼈⼝ 10 万⼈当たりでは 193.1 ⼈となっており、全国平均（237.4
⼈）を下回っています。
②　県内の薬剤師のうち、59.1％が薬局、23.5％が病院・診療所等で業務を⾏ってい
ます。
③　本県の平成 29 年４⽉現在の薬剤師養成施設は、⾼崎健康福祉⼤学の１校で、定
員は 90 名となっています。

本県の薬剤師数の推移（業務の種別）

［資料］厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」

［資料］厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」
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イ　薬剤師をめぐる状況の変化
①　医療技術の⾼度化、医薬分業の進展等に伴い、より⾼い資質を持つ薬剤師養成の
ため、平成18年度から薬学教育６年制が導⼊されています。薬学教育が６年制になっ
たことで、医療現場での実践教育が可能となり、より⾼度な薬物療法の提供が可能
となっています。
②　在宅医療の進展に伴い、地域医療の場における薬歴管理の⼀元化や服薬指導の徹
底のほか、かかりつけ医との連携による効果的な薬物療法の提供が求められていま
す。
③　地域住⺠の⾝近な存在として健康の維持・増進に関する相談を幅広く受け付ける
ほか、適切な受診勧奨や関係機関等の紹介を⾏う役割を担っています。
④　病院においては、チーム医療の⼀員として⾼度な薬学管理能⼒を発揮し、適切な
薬物療法の選択のほか、抗がん剤の副作⽤対応や抗ＨＩＶ薬の選択などの対応⼒が
求められています。
⑤　これらのニーズに対応することのできる⼈材の育成が必要となっています。

施策の方向   
ア　薬剤師の養成と確保
①　県薬剤師会及び県内外の薬科⼤学と連携し、⼤学等が⾏う実務研修の場の確保に
努めるとともに、県内出⾝の薬科⼤学⽣の県内での就職を呼びかけるなど、薬剤師
の育成・確保を推進します。
②　県薬剤師会と連携し、県内の薬剤師の就職情報の提供により、未就業の薬剤師の
再就職や県内出⾝薬剤師のＵターン就職のほか、県外出⾝薬剤師のＩターン就職を
⽀援します。

イ　薬剤師の資質向上
①　処⽅内容の確認や薬歴管理の⼀元化、服薬指導の徹底、さらには、患者に対する
効果的な薬物療法の提案や副作⽤の説明などを適切に⾏うため、薬剤師の資質向上
を推進します。
②　県薬剤師会と連携し、研修会の開催や医薬品情報の迅速な提供に努めるとともに、
在宅医療に適切に対応できる薬剤師や災害時に医薬品の管理・提供を適切に⾏える
災害従事薬剤師の⼈材育成に取り組みます。
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４　保健師

現状と課題   
ア　保健師の養成と就業状況
①　本県の平成29年４⽉現在の保健師の養成施設は、看護系⼤学７校となっています。
　県内の７⼤学では保健師課程選択制を導⼊しており、定員 580 ⼈のうち 170 ⼈の保
健師養成が⾏われています。
②　本県の平成 28 年における就業保健師数は 945 ⼈で、⼈⼝ 10 万⼈当たりでは 48.0
⼈となっており、全国平均（40.4 ⼈）を上回っています。
③　保健師の主な就業場所は、市町村や保健所のほか、事業所、病院などであり、こ
のうち市町村が 646 ⼈（68.4％）と最も多くなっています。

イ　保健師をめぐる状況の変化
①　保健師は、個々の住⺠や地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図るため、
保健活動を⾏っていますが、疾病構造や社会情勢等の変化に伴い、⽣活習慣病予防
や介護予防、虐待防止対策など、保健師の活動領域は拡⼤、多様化しています。
②　さまざまな健康課題に対応するため、保健指導などの直接的な保健サービスの提
供はもちろんのこと、地域包括ケアシステムの構築、健康危機管理における対応、
地域保健関連施策の企画、⽴案、実施、評価を⾏うことなどが求められています。

施策の方向   
ア　保健師の養成と確保
①　教育機関との連携を強化し、より実践的で効果的な公衆衛⽣看護学実習を⾏うな
ど、実践能⼒の⾼い保健師の養成を⽀援します。
②　市町村保健師の確保を促進するため、保健師採⽤に関する情報を周知するなど、

就業保健師数の推移

厚生労働省「衛生行政報告例」
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引き続き⽀援を実施します。

イ　保健師の質の向上
　　⾼度化・多様化する地域の健康課題を把握し、その解決に向け、住⺠ニーズに対応
できる保健師の育成研修を体系的に⾏うなど、「群馬県保健師⼈材育成の⼿引き」に基
づき、新⼈保健師を始めとした保健師の⼈材育成を⾏い、実践能⼒の強化に努めます。



246

第
７
章

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
提
供
体
制
の
充
実

第７章　保健・医療・福祉の提供体制の充実

５　助産師

現状と課題   
ア　助産師の養成と就業状況
①　本県の平成 29 年４⽉現在の助産師養成施設は、⼤学院、⼤学及び専修学校等の
養成施設が５校あり、定員は 60 ⼈となっています。
　　県内の分娩を取り扱う医療機関は減少しており、実習施設の確保が難しくなって
きています。
②　本県の平成 28 年における就業助産師数は 499 ⼈で、⼈⼝ 10 万⼈当たりでは 25.4
⼈となっており、全国平均（28.2 ⼈）を下回っていますが、年々その数は増加して
います。
③　助産師の主な就業場所は、病院が 61.9％、有床診療所が 20.8％となっており、有
床診療所が微増しました。

イ　助産師をめぐる状況の変化
①　産科を取り巻く現状は産科医師不⾜や分娩施設の減少、産科の混合病棟化、ハイ
リスク妊産褥婦の増加など、依然厳しい状況にあり、助産師の積極的な活⽤による
安全・安心な出産環境の確保が求められています。
②　少⼦化による分娩件数の減少やハイリスク妊産婦の増加により、周産期⺟⼦医療
センター等では、助産師の経験年数に応じた正常分娩の介助経験等の実践を積み重
ねることが難しい状況が⾒られます。また、地域によっては助産師の確保が困難な
状況にあります。
③　⺟⼦保健分野において、安心した育児と⼦どもの健やかな成⻑を⽀える地域の⽀
援体制づくりが課題となっています。その⼀つとして、妊娠期から⼦育て期にわた
る切れ目のない⽀援を提供する「⼦育て世代包括⽀援センター」を全市町村に設置
できるよう準備を進めています。

就業助産師数の推移

厚生労働省「衛生行政報告例」
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　　これまで⾏ってきた⺟⼦保健事業に加え、より⼿厚い⺟⼦への⽀援を⾏うため、
助産師の専門性を活かした⽀援が必要です。
④　地域社会の中で命の重要性を広く説き、思春期から更年期に⾄る⼥性のライフス
テージに合わせた健康問題への対応等、助産師の幅広い活躍が期待されています。

施策の方向   
ア　助産師の養成と確保
　　養成所への運営費補助や助産師学⽣への修学資⾦の貸与等により、助産師の養成及
び県内就業の促進を引き続き⾏います。

イ　助産師出向支援導⼊事業の検討
　　地域における助産師の偏在の緩和や助産師の助産実践能⼒の強化⽀援等を図ること
を目的に、助産師出向⽀援導⼊事業の実施について検討します。

ウ　助産師の質の向上
①　助産実践能⼒の向上はもちろんのこと、⼥性の⽣涯を通じた健康問題に対応でき
る質の⾼い助産師を育成するため、新任助産師研修や再教育研修の充実に努めます。
②　⾏政保健師と連携を図り、地域の⺟⼦保健分野で活動する助産師の育成⽀援に努
めます。
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６　看護師・准看護師

現状と課題   
ア　看護師・准看護師の養成と就業状況
①　本県の平成 29 年４⽉現在の養成施設は、⼤学、専修学校等の看護師等学校養成
所が 28 校 29 課程あり、定員は 1,564 ⼈となっています。
②　本県における卒業後の就業状況を⾒ると、平成 29 年３⽉の卒業⽣ 1,330 ⼈のうち、
看護師・准看護師として就業した者は 1,169 ⼈で、県内就業者は 855 ⼈、県内就業
率は 73.1％となっています。⼤学の卒業者の県内就業率は低く、看護師としての就
業は 493 ⼈、県内就業者は 244 ⼈、県内就業率は 49.5％となっています。
③　本県の平成 28 年における看護師・准看護師数は 25,543 ⼈となっており、平成 18
年と⽐べ約 1.3 倍、約 5,400 ⼈増加しています。このうち、准看護師数はほぼ横ば
いであり、看護師数は年々増加しています。
④　⼈⼝ 10 万⼈当たりの看護師数は、平成 28 年は 914.0 ⼈であり、全国平均の 905.5
⼈よりも初めて多くなりました。
⑤　就業場所別に⾒ると、病院及び診療所が約 78％を占めていますが、近年では介護
保険施設（13.5％）や訪問看護ステーション（3.2％）への就業が増加しています。

イ　看護師をめぐる状況の変化
①　医療は⾼度化・専門化しており、住⺠のニーズも多様化しています。そのため、
専門看護師や認定看護師等の⽔準の⾼い看護が提供できる看護師の養成が求められ
ており、併せて看護全体の質の向上も必要となっています。

就業看護師・准看護師数の推移

厚生労働省「衛生行政報告例」
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②　我が国では前例のない少⼦⾼齢社会を迎えており、本県も例外ではありません。
今後、ますます医療のニーズが⾼まることが予測され、在宅医療の推進を図ること
が求められており、訪問看護の果たす役割に期待が⾼まっています。
③　在宅医療の推進には、個別に熟練した看護師のみでは⾜りず、医師等の判断を待
たずに⼿順書により⼀定の診療の補助を⾏う看護師を養成し、確保していく必要が
あることから、平成 27 年 10 ⽉から「特定⾏為に係る看護師の研修制度」が始まり
ました。特に訪問看護事業所等において、研修の受講の促進が望まれます。
④　⼊院医療から在宅医療への移⾏には、⼊院時から退院後の⽣活を⾒据えた看護ケ
アの提供と、退院に向けて多職種と調整を図る看護職員の質の向上が不可⽋であり、
回復期の看護を担う⼈材育成が重要です。
⑤　介護保険施設や福祉施設では看護職員を確保することが難しい状況があり、さら
に医療従事者が少ない環境での看護サービスの提供が多いことから、⼈材の確保と
併せて実践⼒が⾼く⾃律的に活動できる看護師等の育成・確保が課題となっていま
す。

ウ　群馬県ナースセンターによる看護師確保
①　群馬県ナースセンターにおいて、看護師等の無料職業紹介事業、看護に関する普
及啓発活動、潜在看護職員復職⽀援研修等を⾏っています。センターの機能充実の
ため、ハローワークでの相談を開始したり、ナースセンター事業運営委員会での協
議等を⾏っていますが、さらなる強化が必要です。
②　平成 27 年 10 ⽉から看護師等の離職時の届出制度が始まり、免許を持ちながら看
護師等の仕事に就いていない⼈にナースセンターに届出してもらうことにより、潜
在看護師等を把握し、復職への働きかけを⾏うことを目的としています。この制度
を推進することにより、看護師等を確保することが求められています。

エ　医療勤務環境改善支援センターによる支援
　　医療法改正により、医療機関が PDCAサイクルを活⽤して計画的に勤務環境改善
に取り組むことができるよう、都道府県に医療勤務環境改善⽀援センターを設置する
ことが努⼒義務化されました。
　　本県でも平成 27 年２⽉にセンターを設置し、個々の医療機関が勤務環境改善に取
り組むことを⽀援するため、運営協議会や研修会の開催、相談等を実施していますが、
医療機関への⽀援機能の更なる充実強化が求められています。

施策の方向   
ア　看護師・准看護師の養成と確保

①　養成⼒の充実及び県内就業促進
・　看護師等養成所への運営費補助や施設・設備整備への補助等により、看護師等
の養成を⽀援するとともに、修学資⾦の貸与により県内で看護職員の確保が困難
な過疎地域や⼩規模病院・診療所、施設等への就業を促進します。
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・　専任教員養成講習会の開催や継続研修の開催、病院等での看護学⽣実習の指導
に当たる看護職員を対象とした実習指導者講習会を開催することにより、養成⼒
の向上を図ります。

・　県内の看護師等学校養成所を紹介する進学ガイドの作成や看護職の魅⼒を伝え
るイベント等を開催し、看護職を目指す学⽣等の確保に努めます。

②　離職防⽌対策
　　医療機関等の院内保育施設の運営費や施設整備への⽀援、医療勤務環境改善⽀援
センターによる研修会の開催・相談事業の実施等により、看護師等の医療従事者が
働きやすい環境整備を⽀援します。
　また、新⼈看護職員研修を実施するとともに、各医療機関で取り組む新⼈看護職員
研修への⽀援をすることにより、早期離職の防止と定着を図ります。

③　再就業の促進
　　看護師等免許保持者の離職時の届出制度を活⽤し、群馬県ナースセンターを拠点
として、再就業に関する情報提供に取り組むほか、最新の知識・技術を習得する研
修の実施、ハローワークとの連携による就業相談の充実等により、復職⽀援体制を
強化します。

イ　看護師等の質の向上
①　県内看護系⼤学及び県看護協会等の関係機関と連携し、⾼度化・専門化する医療
に対応可能な認定看護師・専門看護師の養成・確保を⽀援します。
②　今後ますます⾼まる在宅医療のニーズに対応するため、特定⾏為看護師の確保に
努めます。
・　県内の受講者数や修了者の実践状況、指定研修機関及び協⼒施設の実施状況等
について把握し、研修受講促進に関わる課題を検討します。

・　研修等を通じて制度に関する普及啓発を実施し、広く理解を求めます。
・　受講に係る経費への補助制度を利⽤し、特定⾏為看護師の確保を推進します。
③　在宅医療及び介護・福祉関係施設等における看護ニーズに対応可能な看護師等の
確保・育成を推進します。
・　訪問看護に従事する看護師等を確保するとともに、在宅療養者の多様なニーズ
に対応できるよう、訪問看護研修事業を実施します。

・　回復期の看護を担う看護職員が在宅医療を⾒据えた看護ケアが提供できるとと
もに、関係者・関係機関との調整⼒を向上させることができるよう⽀援します。

・　関係機関と協⼒し、介護・福祉関係施設に勤務する看護職員に対する研修⽀援
を検討します。



251

第
７
章

保
健
・
医
療
・
福
祉
の
提
供
体
制
の
充
実

第７章　保健・医療・福祉の提供体制の充実

７　その他の保健医療従事者

現状と課題   
ア　養成の状況
　　県内の管理栄養⼠、栄養⼠、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法⼠、作業療
法⼠、⾔語聴覚⼠、臨床⼯学技⼠、⻭科衛⽣⼠、救急救命⼠、あん摩マッサージ指圧師、
はり師、きゅう師及び柔道整復師の各養成施設では、それぞれの特⾊を活かしながら、
質の⾼い医療従事者の養成に取り組んでいます。

イ　医療従事者数
　　厚⽣労働省「病院報告（平成 28 年）」、同「衛⽣⾏政報告例（平成 28 年度）」など
によると、本県の⼈⼝ 10 万⼈当たりの従事者数で全国平均を上回っている職種は、
管理栄養⼠、栄養⼠、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法⼠、作業療法⼠、⾔
語聴覚⼠、臨床⼯学技⼠、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、救急救命⼠、柔道整復師です。

ウ　チーム医療の実践
　　様々な医療スタッフが各々の⾼い専門性を前提とし、目的と情報を共有しながら業
務を分担するとともに、互いに連携・補完し合って、患者の状況に的確に対応した医
療を提供するチーム医療の実践が広まっています。
　　チーム医療による適切なインフォームド・コンセントの下、患者本⼈の選択と意思
が尊重され、医療・介護・福祉の多職種がフラットに連携して患者・家族の⽣活の質（ク
オリティ・オブ・ライフ）を⾼める医療を提供するために、医師、看護師を含めた保
健医療従事者には様々なニーズに的確かつ柔軟に対応できるよう資質の向上が求めら
れています。

施策の方向   
ア　人材の確保
　　県⺠ニーズに応じた医療サービスの提供に⽀障を来すことのないよう、関係団体等
の協⼒を得ながら、⾼齢化の進展や医療の⾼度化・多様化等に対応した⼈材の確保に
努めます。

イ　資質の向上
　　関係団体等の実施する研修等の取組を通じて、新任者や現任者の養成や資質の向上
を推進します。
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医療従事者の養成施設の状況・県内従事者数

養成 入学 県内 人口10万対
職 種

施設数 定員 従事者数 群馬県 全 国

管理栄養士 ３ 240 413 * 21.0 * 17.6 *

*6.3*1.7*1410713士養栄

診療放射線技師 ２ 105 709 * 36.1 * 34.7 *

臨床検査技師 1 40 907 * 46.1 * 43.1 *

理学療法士 6 315 1,149 * 58.4 * 58.1 *

作業療法士 4 135 676 * 34.4 * 34.3 *

視能訓練士 － － 46 * 2.3 * 3.3 *

言語聴覚士 1 40 252 * 12.8 * 11.8 *

臨床工学技士 ２ 90 321 * 16.3 * 16.0 *

義肢装具士 － － 2 * 0.1 * 0.1 *

歯科衛生士 5 247 2,046 104.0 97.6

歯科技工士 － － 667 33.9 27.3

救急救命士 1 50 467 23.8 21.9

あん摩マッサージ指圧師 1 1,588 80.7 91.6

4.192.36442,1672師りは

きゅう師 2 1,216 61.8 89.8

柔道整復師 3 120 1,067 54.2 53.7

（注）*印は、病院における従事者数であること。

〔資料〕救急救命士：総務省消防庁「救急・救助の現況（平成29年版）」

歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、

柔道整復師：厚生労働省「衛生行政報告例（H28年度）」

その他の医療従事者：厚生労働省「病院報告（H28年）」

医療従事者の養成施設の状況・県内従事者数

（注）＊印は、病院における従事者数であること。

［資料］ 救命救急士：総務省消防庁『救急・救助の状況（平成29年版）』
歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整体師：厚生労働省『衛生行政報告例（H28年度）』
その他の医療従事者：厚生労働省「病院報告（H28年）』
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第７章　保健・医療・福祉の提供体制の充実

８　介護サービス従事者

現状と課題   
ア　厚⽣労働省「介護サービス施設・事業所調査（平成 28 年）」によると、県内の介護
施設・事業所の従事者は 52,053 ⼈となっています。
　また、利⽤者を直接処遇する介護職員及び訪問介護員は 28,723 ⼈で、そのうち介護福
祉⼠資格保有者は 13,355 ⼈となっています。

イ　要介護者やその家族を⽀援する介護⽀援専門員（ケアマネジャー）登録者は、平成
28 年度末時点において 10,435 ⼈となっています。

ウ　⾼齢者⼈⼝の増加に伴い、今後も介護サービスへのニーズの増加が⾒込まれる⼀⽅、
⽣産年齢⼈⼝の減少などにより介護職種の有効求⼈倍率は平成 28 年度末時点におい
て全産業の２倍以上となっており、介護の現場では慢性的な⼈材不⾜の状況にありま
す。

エ　認知症⾼齢者の増加等に伴い、多様化・⾼度化する介護ニーズへの対応も必要であ
ることから、⼈材の確保だけでなく、資質の向上も求められています。

オ　⾼齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムの
構築を進める上で、医療・介護の連携やサービス調整を担う介護⽀援専門員（ケアマ
ネジャー）の役割が重要となっています。

施策の方向   
ア　介護人材確保対策
　　将来にわたり、介護サービスを安定的に供給していくため、新たな⼈材の養成・就
労促進、介護職員の定着⽀援、介護の意義・やりがい・重要性のＰＲ等を⾏い、⼈材
確保を図ります。

イ　介護職員の資質向上
　　多様化・⾼度化する介護ニーズへの対応や、在宅医療と介護の連携を図るため、県
内の研修体制の充実や研修受講の⽀援等を⾏い、介護職員の資質向上を図ります。

ウ　介護職員のキャリアアップ
　　県全体の介護サービスの質の向上を促進するとともに、介護職員の意欲向上・職場
定着を図るため、介護職員のキャリアアップを⽀援します。

エ　介護支援専門員（ケアマネジャー）の資質向上
　　地域包括ケアシステムの構築において重要性が増している介護⽀援専門員（ケアマ
ネジャー）の資質向上を図るための研修を⾏います。




